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該当事項はありません。

会社の新株予約権等に関する事項

1．業務の適正を確保するための体制
　当社は、企業理念に「信頼を未来へ」を掲げ、お客様の信頼に応えることを全役職員の行動の基本
とするとともに、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）
を整備し、その徹底を図ることを基本方針としております。
（1）取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
	 	 �当社は、コンプライアンスの徹底を経営の基本方針と位置付け、「コンプライアンス規程」を定

めるとともに、同規程に基づき、コンプライアンス体制を整備する。
	 	 �当社は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスを統括するために、社長を委員長と

するリスクマネジメント委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンス体制の適切な
運用及びその改善等を図る。

	 	 �リスクマネジメント委員会は、必要に応じ、コンプライアンス体制の運用状況等について、取
締役会及び監査役会に報告する。

	 	 �当社は、不正行為その他コンプライアンス上の問題の存在を認識した役職員が通報するための
体制を整備するために「内部通報規程」を定めるとともに、役職員からの通報窓口を社内及び
社外に設け、役職員にこれらを周知する。

	 	 �当社は、「内部通報規程」に基づき通報された事項について、速やかに必要な調査等を行うとと
もに、必要に応じ、是正措置及び再発防止策を講じる。

	 	 �当社は、通報窓口に不正行為その他コンプライアンス上の問題を通報した者が、通報したこと
を理由として不利な取扱いを受けることがないよう体制を整備する。

	 	 �当社は、「反社会的勢力排除規程」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　�　当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）、その他の情報について、「文書管
理規程」及び「情報管理規程」に基づき、文書等管理統括部門及び情報管理統括責任者を定め、各
規程の定めに従い適切に保存及び管理を行う。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
	 	 �当社は、当社グループのリスクを管理し、その企業価値を最大化するために「リスク管理規程」を

定め、同規程に基づき、各部門において所管する業務に係るリスクを継続的に監視及びこれに対
応するとともに、リスクマネジメント委員会において当社グループのリスクを総括的に管理する。
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	 	 �リスクマネジメント委員会は、当社グループのリスクの評価及び分析を行い、リスク発生前の
予防、リスクが顕在化した場合の対応策、その再発防止等を審議し、必要に応じて、取締役会
に付議又は報告する。

	 	 �内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性と有効性を評価し、その調査結果
を定期的に社長及び監査役等に報告する。

	 	 �当社は、大震災等の緊急事態発生時の対応に係る基本計画を定め、同基本計画に基づき、緊急
事態発生時における事業継続のための体制を整備し、危機管理訓練等により準備状況の把握及
び点検を行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
	 	 �当社は、執行役員制度を導入し、経営機能と業務執行機能の強化、取締役会の活性化及び意思

決定の迅速化を図る。
	 	 �取締役会は、経営資源の適正な配分等を考慮の上、当社グループの経営計画、年度毎の事業計

画並びに予算及び資金に関する計画等を決定し、業務の効率化及び実効性の向上を図るととも
に、定期的に各部門の目標達成状況の報告を受け、必要に応じて目標を修正し、業務遂行体制
の効率化に向けた改善策を決定する。

	 	 �当社は、各部門の業務の組織的かつ効率的な執行及び運用を図るために、「組織規程」、「職務権
限規程」及び「稟議規程」を定め、各部門の業務及び権限並びに各業務の意思決定権者を明確
にする。

（5）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
	 	 �当社は、当社グループの企業価値の最大化を目指したグループ経営に取り組むために、当社グ

ループの内部統制システムを整備する。
	 	 �当社は、当社グループの内部統制システムの改善及び高度化を図るために、社長を委員長とす

る内部統制委員会を設置し、同委員会において、当社グループの内部統制システムの整備及び
運用状況のモニタリングを実施する。

	 	 �当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、「グループコンプライアンス憲章」、「コンプライ
アンス行動指針」及び「グループコンプライアンスマニュアル」を定めるとともに、研修等を
通じて、当社グループ及びその役職員にこれらの周知を図り、コンプライアンスに徹して誠実
に業務を遂行する体制を構築する。

	 	 �リスクマネジメント委員会は、当社グループにおけるリスク及びコンプライアンスに関する事
項を審議し、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスを統括する。

	 	 �当社は、当社グループ全体の企業価値の最大化を目指したグループ経営に取り組むために、社
長を委員長とするグループ経営会議を設置し、同会議において、「グループ経営会議規程」に基
づき、当社グループに関する重要事項を審議するとともに、その業務遂行状況及びその他の経
営に関する重要事項を共有する。

	 	 �当社は、「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立するために、社長を
委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、同委員会において、「サステナビリティ推進規
程」に基づき、当社グループの持続的な成長及び持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推
進する。
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	 	 �当社は、「グループ経営管理規程」に基づき、当社グループ各社による事業計画等の重要事項の
決定を当社の事前承認事項とするとともに、コンプライアンスに関する事項などを当社への報
告事項として、当社グループ各社に対し、グループの経営効率の向上とグループシナジーの発
揮を実現するために必要な経営管理を行う。

	 	 �当社は、当社の取締役又は監査役等を当社グループ各社に派遣する等の方法により、当社グ
ループ各社の役職員からその職務執行の状況について定期的に報告を求めるなど、業務の適正
性を確認する体制を構築する。また、当社取締役は、年度毎に当社グループ各社の事業計画及
び利益計画をモニタリングし、取締役会に報告する。

	 	 �当社は、不正行為その他コンプライアンス上の問題の存在を認識した当社グループの役職員が
通報するための当社グループ共通の通報窓口を社外に設け、当社グループの役職員に周知する。
当社は、通報された事項について、「内部通報規程」に基づき、必要な調査等を行うとともに、
当社グループとして必要な再発防止策等を講じる。

	 	 �当社は、金融商品取引法に基づき、当社グループにおける財務報告の適正性を確保するため「財
務報告の基本方針」を定め、財務報告の適正性を確保する体制を構築する。

	 	 �内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施し、そ
の結果を社長及び監査役等に報告する。

（6）�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

	 	 �当社は、監査役会の要請により、監査役スタッフとして、監査職務を円滑に遂行するために必
要な人員を配置する。

	 	 �監査役スタッフは、監査役の職務を補助する際は、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役、
内部監査室長等の指揮命令を受けないこととする。

	 	 �監査役スタッフは、他部署を兼務する場合においても監査役スタッフとしての業務を優先する
ものとし、また、当社は、監査役スタッフの人事異動、懲戒等に際しては常勤監査役の事前同
意を得るものとする。

（7）監査役への報告等に関する体制
	 	 �当社は、取締役会、グループ経営会議及び内部統制委員会については、監査役の出席を確保する。
	 	 �取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実が発生した場合、その内容について、速やかに監査役に報告する。
	 	 �リスクマネジメント委員会は、コンプライアンス上重要な事項について、速やかに監査役に報

告する。
	 	 �内部監査室は、内部監査状況について、定期的に、監査役に報告する。
	 	 �法務コンプライアンス部は、不正行為等の通報状況及びその内容について、定期的に、監査役

に報告する。
	 	 �当社は、監査役に不正行為その他コンプライアンス上の問題を報告した者が、報告したことを

理由として不利な取扱いを受けることがないよう体制を整備する。
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（8）�監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針

　�　当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、
当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費用又は債務を負担
する。

（9）その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
	 	 �当社は、監査役が、会計監査人、取締役、各部署から定期的に報告を受け、また各々と随時意

見交換を行うことができる体制を整備する。
	 	 �内部監査室は、内部監査計画の策定、内部監査結果等について、監査役と密接な情報交換及び

連携を図る。
2．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（1）コンプライアンスに関する取り組み
	 	 �当社は、リスクマネジメント委員会を３回開催し、当社グループにおけるコンプライアンス経

営の推進等について審議するとともに、コンプライアンス体制の運用状況等についてモニタリ
ングを行いました。

	 	 �当社は、当社グループにおけるコンプライアンス経営の推進のために、リスクマネジメント委
員会の下部組織として設置するコンプライアンス分科会を２回開催し、コンプライアンス施策
の計画に関する審議や進捗状況のモニタリングなどを行いました。

	 	 �当社は、当社グループの役職員に対して、コンプライアンスに関する各種研修等を実施し、「グ
ループコンプライアンス憲章」、「コンプライアンス行動指針」及び「グループコンプライアン
スマニュアル」を周知するとともに、コンプライアンス意識の浸透を図りました。

	 	 �当社は、コンプライアンスに関する施策の効果を検証するため、当社グループの役職員を対象
にグループコンプライアンスアンケートを実施しました。

（2）リスク管理に関する取り組み
	 	 �当社は、リスクマネジメント委員会において、当社グループにおけるリスク管理について審議

するとともに、当社グループの経営上重要なリスク（対策優先リスク）に係る評価及び分析、
予防策及び対応策の策定並びに対応状況の定期的なモニタリングを行いました。

	 	 �当社は、災害等のリスクに関する対応を行うために、リスクマネジメント委員会の下部組織と
して設置するBCM分科会を２回開催し、BCP対応状況のモニタリングなどを行いました。

	 	 �当社は、当社グループにおける緊急事態発生時の事業継続計画に関する基本方針である「東京
建物グループ事業継続計画基本方針」及び当社グループ共通の事業継続計画である「東京建物
グループ事業継続計画」に基づき、緊急事態発生時における対応の実効性を高めるために、災
害対策訓練を実施しました。

	 	 �内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性等を評価し、その結果を社長及び
監査役等に報告しました。
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（3）取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み
	 	 �取締役会は、社外取締役５名を含む取締役12名で構成されています。
	 	 �当社は、取締役会を18回開催し、法令又は定款に定められた事項並びに事業計画及び利益計画

等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を
行いました。

	 	 �当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を改編して、取締役候補者の
指名、代表取締役の選定及び解職等を審議する指名諮問委員会と取締役の報酬等を審議する報
酬諮問委員会を設置し、指名・報酬諮問委員会を３回、指名諮問委員会を４回、報酬諮問委員
会を３回開催しました。指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、手続の客観性や透明性を確保
すべく委員長を社外取締役が担い、構成員の過半数を社外取締役としております。

	 	 �当社は、取締役会の実効性評価のため、全ての取締役及び監査役を対象にアンケートを実施し
ました。

	 	 �当社は、グループ経営会議を40回開催し、取締役会付議事項その他重要な業務執行について審
議しました。

（4）企業集団における業務の適正性の向上に関する取り組み
	 	 �当社は、内部統制委員会を２回開催し、当社グループの内部統制システムの評価、改善及び高

度化等について審議しました。
	 	 �当社は、グループ会社の重要案件については、当社のグループ経営会議において報告及び審議

するとともに、グループ各社の事業計画及び利益計画をモニタリングし、取締役会に報告しま
した。

	 	 �当社は、サステナビリティ委員会を５回開催し、当社グループのサステナビリティの取り組み
推進に関する方針の策定、目標の設定、進捗状況のモニタリング及び情報の開示等について、
審議及び報告を行いました。また、そのうち重要な事項について、取締役会に付議しました。

	 	 �当社は、サステナビリティ委員会の下部組織として設置するサステナビリティ推進協議会を随
時開催し、同委員会での審議及び報告事項の共有や事前協議、当社グループのサステナビリ
ティの取り組み推進に関する進捗状況の報告等を行いました。

	 	 �当社は、人権方針に基づく取り組みの推進のために、サステナビリティ委員会の下部組織とし
て設置する人権分科会を随時開催し、人権方針に基づく取り組みの推進及び取り組み状況の報
告等を行いました。

	 	 �当社は、「グループ経営管理規程」に基づき、グループ各社とグループ経営管理契約を締結し、
グループ各社による事業計画等の重要事項の決定を当社の事前承認事項とするなど、グループ
会社に対し必要な経営管理を行う体制を整備しています。

	 	 �内部監査室は、内部監査計画に基づきグループ会社を含む26件の内部監査を実施し、その結果
を社長及び監査役等に報告しました。

（5）監査役への報告及び監査の実効性確保等に関する取り組み
	 	 �監査役会は、社外監査役２名を含む監査役４名で構成され、監査に関する重要な事項について

報告を受け、協議及び決議を行いました。
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	 	 �監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、会計監査人、取締役及び
各部署から、適宜必要な報告及び説明を受け、業務の執行状況を把握しました。

	 	 �常勤監査役は、グループ経営会議、内部統制委員会、リスクマネジメント委員会及びサステナ
ビリティ委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べました。

	 	 �常勤監査役は、企業集団における内部統制監査の一環として、グループ各社の監査役から必要
な報告及び説明を受け、監査役会にて共有しました。

2

3

4
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●コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、企業理念「信頼を未来へ」のもと、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に
向け、経営の健全性・透明性を確保しつつ効率性を高めることを主眼として、最適なコー
ポレート・ガバナンスの構築に努めております。また、当社の事業内容等を株主をはじめ
とするステークホルダーの皆様に的確に理解していただけるよう、積極的かつ適切な情報
開示を行っております。
　また、当社グループは、末永く社会から信頼され、健全な企業活動を継続していくた
め、社会に対する誓約としてグループ会社共通の「コンプライアンス憲章」を制定し、コ
ンプライアンスに徹した企業活動を推進しております。
●取締役会の実効性の評価方法及び評価結果
　当社は、取締役会の構成、議案及び運営等に関するアンケート調査を第三者機関による
支援のもと、全ての取締役及び監査役に対して毎年実施することとしております。取締役
会においては、当該アンケートの集計結果を分析・評価等しており、取締役会としての実
効性は適切に確保されていることを確認しております。

●コーポレート・ガバナンス体制図

選任・解任

選定・解任

答申

答申

諮問

諮問 監査

連携

監査

選任・解任 選任・解任

解任

連携

会計監査

報告

株主総会

指名諮問委員会

報酬諮問委員会
取締役会（取締役）

社長執行役員

各事業本部・部門

グループ各社

グループ経営会議 内部統制委員会リスクマネジメント
委員会

サステナビリティ
委員会

監査役会（監査役）

内部監査室

東京建物

東京建物グループ

会
計
監
査
人

（ご参考）
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（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 92,451 66,262 269,936 △747 427,902
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △22,126 △22,126
親会社株主に帰属する	
当 期 純 利 益 58,879 58,879
土 地 再 評 価	
差額金の取崩 △416 △416
自己株式の取得 △3,004 △3,004
自己株式の処分 0 41 41
自己株式の消却 △2,957 2,957 ―
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △194 △194
利 益 剰 余 金 か ら	
資本剰余金への振替 2,956 △2,956 ―
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額）

当期変動額（合計） ― △195 33,379 △5 33,179
当 期 末 残 高 92,451 66,067 303,315 △752 461,082

当連結会計年度（自2025年１月１日至2025年12月31日）

［連結株主資本等変動計算書］

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 57,551 43,187 7,865 △443 108,162 11,458 547,524
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △22,126
親会社株主に帰属する	
当 期 純 利 益 58,879
土 地 再 評 価	
差額金の取崩 △416
自己株式の取得 △3,004
自己株式の処分 41
自己株式の消却 ―
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △194
利 益 剰 余 金 か ら	
資本剰余金への振替 ―
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額） 17,009 △386 1,668 3,487 21,779 654 22,434

当期変動額（合計） 17,009 △386 1,668 3,487 21,779 654 55,613
当 期 末 残 高 74,561 42,801 9,534 3,044 129,941 12,113 603,137

連結計算書類
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（単位：百万円）前連結会計年度（ご参考）（自2024年１月１日至2024年12月31日）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 92,451 66,262 219,528 △421 377,821
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △15,475 △15,475
親会社株主に帰属する	
当 期 純 利 益 65,882 65,882

自己株式の取得 △344 △344
自己株式の処分 0 18 18
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額）

当期変動額（合計） ― 0 50,407 △325 50,081
当 期 末 残 高 92,451 66,262 269,936 △747 427,902

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 71,526 43,187 5,011 △647 119,078 11,135 508,035
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △15,475
親会社株主に帰属する	
当 期 純 利 益 65,882

自己株式の取得 △344
自己株式の処分 18
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額） △13,974 ― 2,854 204 △10,916 323 △10,593

当期変動額（合計） △13,974 ― 2,854 204 △10,916 323 39,488
当 期 末 残 高 57,551 43,187 7,865 △443 108,162 11,458 547,524

連結計算書類
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■連結注記表
【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連 結 子 会 社 の 数 44社
主 要 な 連 結 子 会 社 の 名 称 東京建物不動産販売㈱、東京不動産管理㈱、㈱東京建物アメニティサポート、

東京建物リゾート㈱、日本パーキング㈱
新小山カントリー倶楽部㈱は、株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
WonderScape㈱、TT 899 Collins Street Trust及びTokyo Tatemono UK Ltd.は、新たに設立したため、連結の範囲に含
めております。

（２）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 青山共創㈱
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

ら見ていずれも小規模であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の
範囲から除いております。

（３）他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称
名 称 PERIFA Alexander Crows Nest Pty Limited、HIF HoldCo Pty Limited、FDG 

MEETING STREET JV, LLC、JEFFERSON LONG BEACH HOLDINGS, LLC、
Tatemono/HPG Ballard Blossom Investors, LLC、TTF LONDON LTD

子 会 社 と し な か っ た 理 由 これらの会社は合弁会社であり、経営方針及び財務に係る重要な経営事項の決定に対し、
当社単独で支配力を有していないため、子会社ではなく、持分法適用関連会社としてお
ります。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社の名称等

持分法を適用した非連結子会社の数 ０社
持分法を適用した関連会社の数 41社
主 要 な 関 連 会 社 の 名 称 霞が関開発特定目的会社
San Jose Multifamily LLCほか13社は、株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。
成都万科蓉北置業有限公司は、持分を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。
PT. CANDRA USAHA PESONAは、株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。
徐州万坤置業有限公司ほか１社は、持分を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。
福知山ロジスティクス特定目的会社は、清算結了したため、持分法適用の範囲から除外しております。

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主 要 な 会 社 の 名 称
非 連 結 子 会 社 青山共創㈱
関 連 会 社 日精ビル管理㈱

持 分 法 を 適 用 し な い 理 由 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の当期純損益の額のうち持分に見合
う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも連結計
算書類に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対する投資については持分
法を適用しておりません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なるものは次の通りであります。
３月31日決算会社　３社（注）１
６月30日決算会社　１社（注）１
９月30日決算会社　４社（注）２、３
11月30日決算会社　１社（注）２
（注）１．連結決算日現在で本決算に準じた仮決算に基づく計算書類を使用しております。
（注）２．連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
（注）３．当連結会計年度より、連結子会社のTT Investment Holdings Australia Pty Limitedほか２社は決算日を６月30

日から９月30日に変更しております。
この決算期変更に伴い、当連結会計年度において、2025年１月１日から2025年９月30日までの９か月間を連結しており
ます。

連結計算書類
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４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
満 期 保 有 目 的 の 債 券 償却原価法（定額法）
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条
第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法
によっております。

②棚卸資産
販 売 用 不 動 産 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕 掛 販 売 用 不 動 産 同上

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
建 物 及 び 構 築 物 定額法
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産
機 械 及 び 装 置 主として定額法
車 両 運 搬 具 主として定率法
工 具、 器 具 及 び 備 品 同上

ただし、一部国内連結子会社は2016年３月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物において定率法を採用しております。
また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。

③リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
完 成 工 事 補 償 引 当 金 一部連結子会社は、完成工事に係る補修費用の支出に備えるため、過年度の実績を基礎

とした額を計上しております。
賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上して

おります。
役 員 賞 与 引 当 金 一部連結子会社は、役員に対する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。
役 員 株 式 給 付 引 当 金 役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度

末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 一部連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

連結計算書類
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（４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①重要な繰延資産の処理方法

社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
②重要なヘッジ会計の方法
ⅰ．ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しており、それ以外のものについては、繰延ヘッジ処
理によっております。

ⅱ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金

ⅲ．ヘッジ方針
金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。

ⅳ．ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ対象のキャッシ
ュ・フローの変動の累計を比較して有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効
性の判定を省略しております。

③退職給付に係る会計処理の方法
ⅰ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。

ⅱ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り翌連結会計年度から費用処理しております。

④重要な収益及び費用の計上基準
ⅰ．収益認識基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
ビル事業においては、主にオフィスビル・商業施設・物流施設等の開発、販売、賃貸及び管理等を行っており、顧客との契約に
基づき不動産の引渡しを行う義務、不動産を賃貸する義務及び顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等を負ってお
ります。
住宅事業においては、主にマンション等の開発、販売、賃貸及び管理等を行っており、顧客との契約に基づき不動産の引渡しを
行う義務、不動産を賃貸する義務及び顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等を負っております。
アセットサービス事業においては、主に不動産の仲介・コンサルティング、不動産の買取再販、駐車場の開発・運営等を行って
おり、顧客との契約に基づき不動産の引渡しを行う義務、不動産の売買契約を媒介する義務及び顧客との契約で定められたサー
ビスを提供する義務等を負っております。
これらの履行義務のうち、顧客との契約に基づき不動産の引渡しを行う義務等については、物件が引渡される一時点で充足され
るものであり、当該引渡し時点において収益を認識しております。取引価格は、顧客との契約における金額に基づき決定してお
り、契約に定められた時期に受領しております。なお、マンション等の分譲においては、通常、契約締結時に取引価格の一部を
手付金として受領し、残額を物件の引渡し時に受領しております。
また、不動産の売買契約を媒介する義務等については、仲介物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点
において収益を認識しております。取引価格は、顧客との媒介契約により決定しており、当該契約に基づき受領しております。
一方、顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等については、内容に応じて一時点又は一定の期間にわたり履行義務
を充足し、収益を計上しております。取引価格は、顧客との委託契約により決定しており、当該契約に基づき受領しております。
なお、顧客との契約に基づき不動産を賃貸する義務等については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づ
き収益を認識しております。
以上の履行義務に関して、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。

ⅱ．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

ⅲ．広告宣伝費等の計上基準
分譲マンションに係る広告宣伝費等については、収益に対応させるため顧客への引渡し前まで資産計上し、引渡し時点において
一括で費用計上しております。
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⑤のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間（10年～20年）にわたって均等償却を行っております。

【会計方針の変更に関する注記】
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度より
適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める
経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　以下「2022年改正適用指針」という。）第65
－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱いの見直しに
関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度より適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類
への影響はありません。

【表示方法の変更に関する注記】
（連結貸借対照表関係）
　前連結会計年度において、独立掲記しておりました流動資産の「開発用不動産」は、事業スキームの多様化を踏まえ仕掛中の販売用不動産
として合算表示することが適切であると判断し、当連結会計年度より「仕掛販売用不動産」に含めて表示しております。
　この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「開発用不動産」138,095百万円は、「仕掛販売用不動
産」として組み替えております。
　前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました不動産取得に係る「前渡金」は、事業スキームの多様化を踏まえ
仕掛中の販売用不動産として合算表示することが適切であると判断し、当連結会計年度より「仕掛販売用不動産」に含めて表示しております。
　この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表において流動資産の「その他」36,623百万円は、「仕掛販売用不
動産」1,248百万円、「その他」35,375百万円として組み替えております。

【重要な会計上の見積りに関する注記】
１．固定資産の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有 形 固 定 資 産 1,005,129百万円
無 形 固 定 資 産 136,541百万円
減 損 損 失 1,902百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
①（１）に記載した金額の算出方法

「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）に従い、資産又は資産グループに、減損が生じている可能性を示す事象（減
損の兆候）があり、投資額の回収が見込めなくなった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。減損の兆候は、資産等の営業活動から生じる損益、使用範囲又は方法の変化、経営環境の変化、市場価格の
下落等を踏まえ総合的に判断しており、回収可能価額は、資産等の正味売却価額と将来キャッシュ・フローの見積りを基礎とし
た使用価値のいずれか高い方の金額としております。

②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
各資産又は資産グループにおいて、事業を取り巻く環境、過去の実績、今後の市場動向等を踏まえて策定した事業計画又は不動
産鑑定評価書を用いて回収可能価額を算定しており、主要な仮定は、開発スケジュール、開発後の想定テナント賃料、建設工事
コスト及び割引率であります。

③重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
固定資産の評価にあたっては②に記載の主要な仮定に基づき最善の見積りを行っておりますが、事業環境の変化等により、上記
仮定の前提条件等に変更が生じた際は、翌連結会計年度以降に追加の減損損失の計上が必要となる可能性があります。

２．棚卸資産の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販 売 用 不 動 産 271,892百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 340,230百万円
評 価 損 計 上 額 2,006百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
①（１）に記載した金額の算出方法

通常の販売目的で保有する販売用不動産等は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、収益性の低下により正味売却価額が取得
原価よりも下落している場合は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）に従い、正味売却価額をもって貸借
対照表価額とし、差額を簿価切下げ額として営業原価（評価損）に計上しております。
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②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
各販売用不動産等において、過去の販売実績、類似取引事例及び今後の市場動向等を踏まえて策定した事業計画を用いて正味売
却価額を算定しており、主要な仮定は、分譲マンションや投資家向け物件の販売見込額、今後発生原価等であります。

③重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
棚卸資産の評価にあたっては②に記載の主要な仮定に基づき最善の見積りを行っておりますが、事業環境の変化等により、上記
仮定の前提条件等に変更が生じた際は、翌連結会計年度以降に追加の簿価切下げ額の計上が必要となる可能性があります。

３．在外持分法適用関連会社への投資の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　在外持分法適用関連会社への投資額（注）１ 56,823百万円
　　うち中国事業に係る持分法適用関連会社への投資額 10,835百万円
　持分法適用に伴う負債（注）２ 354百万円
　在外持分法適用関連会社に係る持分法による投資利益又は損失（△） △7,170百万円
　　うち中国事業に係る持分法適用関連会社に係る持分法による投資利益又は損失（△） △6,203百万円

（注）１．連結貸借対照表上、投資その他の資産「投資有価証券」及び「その他」に計上しております。
２．連結貸借対照表上、固定負債「その他」に計上しております。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社グループは中国、東南アジア、米国、豪州及び英国において、在外持分法適用関連会社を通じて、オフィスビル、分譲マンショ
ン等の不動産開発事業に参画しております。
①（１）に記載した金額の算出方法

中国事業に係る持分法適用関連会社が保有する一部の債権において、回収可能性が低下していることから、「金融商品に関する会
計基準」（企業会計基準第10号）に従い、当該債権に貸倒引当金を認識したうえで、持分法による投資損失6,054百万円を計上
いたしました。

②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
中国事業に係る持分法適用関連会社が保有する一部の債権において、当該債権に係る債務者の業績、債務の弁済状況及び外部格
付機関による格付情報を用いて債権の区分を決定、貸倒見積高を算定しており、主要な仮定は、当該債権に係る債務者の今後の
債務の弁済予想額、当該持分法適用関連会社における資金の保全状況及びプロジェクト進捗見込であります。

③重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
在外持分法適用関連会社への投資の評価にあたっては②に記載の主要な仮定に基づき最善の見積りを行っておりますが、事業環
境の変化等により、上記仮定の前提条件等に変更が生じた際は、翌連結会計年度以降の損益が増減する可能性があります。

上記①～③以外の（１）の金額の算出方法等は、在外持分法適用関連会社が保有する固定資産については、１．固定資産の評価の内容と
同一であります。
また、在外持分法適用関連会社が保有する棚卸資産については、２．棚卸資産の評価の内容と同一であります。

【連結貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 51,565百万円 (47,538百万円) 
土 地 21,459百万円
その他（有形固定資産） 129百万円 (129百万円)
借 地 権 90,512百万円 (90,512百万円)
敷 金 及 び 保 証 金 4,512百万円 (4,512百万円)
上記のうち、（　）内書きはノンリコース債務に対応する担保提供資産を示しております。

（２）担保に係る債務
短 期 借 入 金 3,240百万円 (3,240百万円)
未 払 金 202百万円
その他（流動負債） 16百万円
長 期 借 入 金 118,909百万円(118,909百万円)
受 入 敷 金 保 証 金 76百万円
その他（固定負債） 1,420百万円
上記のうち、（　）内書きはノンリコース債務を示しております。
上記のほか、現金及び預金（定期預金）１百万円及び投資有価証券305百万円を、関係会社の資金借入等に対する債務保証の担保
等として差し入れております。
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２．不動産特定共同事業（匿名組合方式）の対象不動産等
販 売 用 不 動 産 487百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 5,103百万円
建 物 及 び 構 築 物 他 17,612百万円
その他（投資その他の資産） 0百万円

計 23,204百万円
上記に対応する出資受入金は、「不動産特定共同事業出資受入金」に計上しております。

３．有形固定資産の減価償却累計額	 228,950百万円
４．保証債務等

マンション購入者等の住宅ローンに対する債務保証 585百万円
在外関連会社の借入金に対する債務保証
XW BP2 Company Limited 1,960百万円
XW EEC1 Company Limited 1,324百万円
SC CD1 Company Limited 1,822百万円
SC CD3 Company Limited 1,099百万円
SC CD4 Company Limited 1,073百万円
SC CD5 Company Limited 3,163百万円
SC L1 Company Limited 753百万円
共同事業者の借入金に対する債務保証
㈱前川 1,612百万円

計 13,394百万円

５．事業用土地の再評価
当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る差額
金を固定負債及び純資産の部に計上しております。
・再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める鑑定評価に基づいて算出しておりま
す。

・再評価を行った年月日	 2000年12月31日
６．�当連結会計年度において、有形固定資産16,601百万円を保有目的の変更により、販売用不動産に振替えております。
また、販売用不動産6,928百万円、仕掛販売用不動産701百万円を保有目的の変更により、有形固定資産7,630百万円に振替えてお
ります。

【連結損益計算書に関する注記】
減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

主な用途 種類 場所 減損損失
（百万円）

公園施設他 建物及び構築物他 　東京都新宿区他 1,902

当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって
資産のグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は次の通りであります。
建物及び構築物他 1,661百万円
無形固定資産 241百万円

計 1,902百万円
なお、回収可能価額は、主に使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを3.1%～3.4%で割り引いて算定しております。
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 207,978,574株
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決　　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基　準　日 効力発生日

2025年３月26日
定時株主総会 普通株式 12,129 58 2024年12月31日 2025年３月27日
2025年８月８日
取締役会 普通株式 9,997 48 2025年６月30日 2025年９月８日

（注）１．�2025年３月26日定時株主総会決議による配当金の「配当金の総額」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する
配当金20百万円が含まれております。

２．�2025年８月８日取締役会決議による配当金の「配当金の総額」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当
金16百万円が含まれております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
上記の事項については、次の通り決議を予定しております。

決　　　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基　準　日 効力発生日

2026年３月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 11,852 57 2025年12月31日 2026年３月27日

（注）「配当金の総額」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金18百万円が含まれております。

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金及び社債は主に設備投資等に必要
な資金の調達を目的としたものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
なお、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似していることから、注記を省略しておりま
す。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（１）有価証券及び投資有価証券
　　　その他有価証券 145,883 145,883 －
資産計 145,883 145,883 －
（１）１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 1,038,874 1,014,289 △24,584
（２）１年内償還予定の社債及び社債 305,000 290,665 △14,334
負債計 1,343,874 1,304,955 △38,918
（注）�市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであり、上記表の「有価証券及び投資有価証券」には含

めておりません。

区分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

①非上場株式等 3,123
②組合出資金等　（＊１） 6,267
（＊１）�組合出資金等は、主に匿名組合出資金であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第31号　以下「時価算定会計基準適用指針」という。) 第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

連結計算書類
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資

産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用

いて算定した時価
レベル３の時価：�観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの時価の算定
における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券（注）
その他有価証券
株式 125,046 － － 125,046
債券 － 2,989 － 2,989
その他 15,571 － 736 16,308

資産計 140,617 2,989 736 144,344
（注）�時価算定会計基準適用指針第24-９項に従い経過措置を適用した投資信託財産が不動産である投資信託については、上記表

には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は1,539百万円であります。なお、期首残高から期末
残高への調整表は重要性が乏しいため注記を省略しております。

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 － 1,014,289 － 1,014,289
１年内償還予定の社債及び社債 － 290,665 － 290,665

負債計 － 1,304,955 － 1,304,955
（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
①有価証券及び投資有価証券

上場株式については取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル１の時価に分類しております。
市場価格のある債券（社債）については売買参考統計値等によっており、レベル２の時価に分類しております。
上場不動産投資信託については取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル１の時価に分類しております。
市場価格のない優先出資証券については、投資先が保有する不動産を時価評価する修正純資産法により算定しており、時価に対
して観察できないインプットによる影響額が重要であるため、レベル３の時価に分類しております。

負債
①１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
これらはレベル２の時価に分類しております。

②１年内償還予定の社債及び社債
当社の発行する社債の時価は売買参考統計値等によっており、レベル２の時価に分類しております。

（注）２．�時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価に関する情報	
レベル３に該当する金融商品に重要性がないため、記載を省略しております。
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【賃貸等不動産に関する注記】
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビル、賃貸マンション、賃貸商業施設等を所有しております。
なお、賃貸オフィスビル等の一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む
不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額及び時価は、
次の通りであります。

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価
（百万円）当連結会計年度末残高（百万円）

賃貸等不動産 770,559 1,316,994
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 287,526 341,032
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注）２．�当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産評価に基づく金額、その他の物件は、「不動産

鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
� （単位：百万円）

報告セグメント その他
事業

（注）１
合計ビル事業 住宅事業

アセット
サービス
事業

計

不動産売上 86,162 134,874 22,147 243,183 － 243,183
不動産賃貸等 94,434 6,617 7,320 108,371 － 108,371
その他のサービス提供 39,581 23,647 33,987 97,216 25,814 123,031
外部顧客への売上高 220,177 165,139 63,454 448,771 25,814 474,586

顧客との契約から生じる収益 121,166 158,711 56,159 336,036 24,289 360,326
その他の源泉から生じる収益（注）２ 99,011 6,427 7,295 112,735 1,524 114,259
外部顧客への売上高 220,177 165,139 63,454 448,771 25,814 474,586
（注）１．�「その他事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、体験型施設運営事業（旧クオリティライフ事業）、

ファンド事業（旧資産運用事業）及び海外事業等を行っております。
２．�「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸収入及び企業会計

基準委員会移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に基づく不
動産売上等が含まれております。

３．�当連結会計年度より、ビル事業において、自社保有床で行うホテル等の施設運営収益の計上区分を、「その他のサービス提供」
から「不動産賃貸等」に変更しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
等】４．会計方針に関する事項（４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項④重要な収益及び費用の計上基準に記
載の通りであります。
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３．�当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度　期首残高
（2025年１月１日）

当連結会計年度　期末残高
（2025年12月31日）

顧客との契約から生じた債権 10,814 12,521
契約資産 250 88
契約負債 37,660 32,367
顧客との契約から生じた債権は、連結会計年度末時点で支払いに対する権利が無条件になっている営業未収入金及び受取手形等で
あります。
契約資産は、連結会計年度末時点で顧客の支配する資産を創出しているがまだ請求していない作業に係る対価に対する当社グルー
プの権利に関連するものであります。契約資産は、支払いに対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社グループの義務に対して、当社グループが顧客から対価を受け取ったもの又は
対価を受け取る期限が到来しているものであり、主として連結会計年度末時点で顧客から受領した、又は受領する期限が到来して
いる分譲マンションの手付金であります。
当連結会計年度中に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、37,227百万円であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループが未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格は、主に住宅事業の不動産売上に関するもの等で
105,991百万円であり、概ね連結会計年度末日後、３年以内に収益認識される予定であります。
なお、注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初の予想契約期間が１年以内の契約、及び履行義務の充足から生じる収益を適
用指針第19項に従って認識している契約等は含んでおりません。

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 2,846円85銭
１株当たり当期純利益 283円08銭
（注）�１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均

株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当該自己株式の期末発
行済株式数は330千株であり、期中平均株式数の計算において控除した当該自己株式の期中平均株式数は337千株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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（ご参考）
以下に掲げられている「連結キャッシュ・フロー計算書」は、会社法及び会社計算規則によって定められている連結計算書類には該当していない
ため、監査役会及び会計監査人の監査は受けておりません。

■連結キャッシュ・フロー計算書

科　　　　　　　目
当連結会計年度

（自2025年  1月  1日
至2025年12月31日）

前連結会計年度
（自2024年  1月  1日
至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,106 18,894
投資活動によるキャッシュ・フロー △97,408 △142,089
財務活動によるキャッシュ・フロー 104,166 105,636
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,288 1,395
現金及び現金同等物の増減額 41,152 △16,163
現金及び現金同等物の期首残高 111,139 127,303
現金及び現金同等物の期末残高 152,292 111,139

（単位：百万円）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

買換資産
圧縮積立金

固定資産圧
縮特別勘定
積立金

オープンイノ
ベーション
促進積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 92,451 63,729 0 63,730 6,644 － 75 234,356 241,076
当 期 変 動 額
剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 　 △22,126 △22,126
当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 　 53,454 53,454
土地再評価差額金の取崩 　 　 　 　 　 　 　 △416 △416
買換資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 △101 　 　 101 －
固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 　 　 　 　 　 3,121 △3,121 －

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 　
自己株式の処分 　 　 0 0 　 　 　 　 　
自己株式の消却 　 　 △2,957 △2,957 　 　 　 　 　
利益剰余金から資
本剰余金への振替 　 　 2,956 2,956 　 　 　 △2,956 △2,956

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

当期変動額（合計） － － △0 △0 △101 3,121 － 24,935 27,955
当 期 末 残 高 92,451 63,729 － 63,729 6,543 3,121 75 259,291 269,031

（単位：百万円）当事業年度（自2025年１月１日至2025年12月31日）

［株主資本等変動計算書］計算書類
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株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △751 396,506 48,027 43,187 91,215 487,721
当 期 変 動 額 　 　 　 　 　
剰余金の配当 　 △22,126 　 　 △22,126
当 期 純 利 益 　 53,454 　 　 53,454
土地再評価差額金の取崩 　 △416 　 　 △416
買換資産圧縮積立金の取崩 　 － 　 　 －
固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 　 － 　 　 －

自己株式の取得 △3,004 △3,004 　 　 △3,004
自己株式の処分 41 41 　 　 41
自己株式の消却 2,957 － 　 　 －
利益剰余金から資
本剰余金への振替 － 　 　 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 　 13,739 △386 13,353 13,353

当期変動額（合計） △5 27,949 13,739 △386 13,353 41,303
当 期 末 残 高 △756 424,456 61,766 42,801 104,568 529,024

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）
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（単位：百万円）前事業年度（ご参考）（自2024年１月１日至2024年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

買換資産
圧縮積立金

オープンイノ
ベーション
促進積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 92,451 63,729 0 63,729 5,786 75 193,073 198,935
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △15,475 △15,475
当 期 純 利 益 57,616 57,616
買換資産圧縮積立金の積立 873 △873 ―
買換資産圧縮積立金の取崩 △15 15 ―
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額）

当期変動額（合計） ― ― 0 0 857 ― 41,282 42,140
当 期 末 残 高 92,451 63,729 0 63,730 6,644 75 234,356 241,076
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（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △425 354,691 62,980 43,187 106,168 460,859
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △15,475 △15,475
当 期 純 利 益 57,616 57,616
買換資産圧縮積立金の積立 ― ―
買換資産圧縮積立金の取崩 ― ―
自己株式の取得 △344 △344 △344
自己株式の処分 18 18 18
株主資本以外の項目の	
当期変動額（純額） △14,953 ― △14,953 △14,953

当期変動額（合計） △325 41,815 △14,953 ― △14,953 26,861
当 期 末 残 高 △751 396,506 48,027 43,187 91,215 487,721
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■個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満 期 保 有 目 的 の 債 券 償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条
第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法
によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
販 売 用 不 動 産 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕 掛 販 売 用 不 動 産 同上

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
建 物 定額法
構 築 物 同上
機 械 及 び 装 置 同上
車 両 運 搬 具 定率法
工具、器具及び備品 同上

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。

リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
投 資 損 失 引 当 金 子会社等への投資に係る損失に備えて、財政状態並びに将来の回復見込等を勘案して必

要と認められる額を計上しております。
賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しており

ます。
退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により翌事業年度から費用処理しております。

役 員 株 式 給 付 引 当 金 役員株式給付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末におけ
る株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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４．重要な収益及び費用の計上基準
（１）収益認識基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収
益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
ビル事業においては、主にオフィスビル・商業施設・物流施設等の開発、販売、賃貸及び管理等を行っており、顧客との契約に基づ
き不動産の引渡しを行う義務、不動産を賃貸する義務及び顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等を負っております。
住宅事業においては、主にマンション等の開発、販売、賃貸及び管理等を行っており、顧客との契約に基づき不動産の引渡しを行
う義務、不動産を賃貸する義務及び顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等を負っております。
これらの履行義務のうち、顧客との契約に基づき不動産の引渡しを行う義務等については、物件が引渡される一時点で充足される
ものであり、当該引渡し時点において収益を認識しております。取引価格は、顧客との契約における金額に基づき決定しており、
契約に定められた時期に受領しております。なお、マンション等の分譲においては、通常、契約締結時に取引価格の一部を手付金
として受領し、残額を物件の引渡し時に受領しております。
一方、顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等については、内容に応じて一時点又は一定の期間にわたり履行義務を
充足し、収益を計上しております。取引価格は、顧客との委託契約により決定しており、当該契約に基づき受領しております。
なお、顧客との契約に基づき不動産を賃貸する義務等については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づき
収益を認識しております。
以上の履行義務に関して、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。

（２）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

（３）広告宣伝費等の計上基準
分譲マンションに係る広告宣伝費等については、収益に対応させるため顧客への引渡し前まで資産計上し、引渡し時点において一
括で費用計上しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）繰延資産の処理方法

社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
（２）ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しており、それ以外のものについては、繰延ヘッジ処理に
よっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金
③ヘッジ方針
当社は金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・
フローの変動の累計を比較して有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定
を省略しております。

【会計方針の変更に関する注記】
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度より適用
しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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【表示方法の変更に関する注記】
（貸借対照表関係）
　前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「開発用不動産」は、事業スキームの多様化を踏まえ仕掛中の販売用不動産とし
て合算表示することが適切であると判断し、当事業年度より「仕掛販売用不動産」に含めて表示しております。
　この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において「開発用不動産」137,881百万円は、「仕掛販売用不動産」とし
て組み替えております。
　前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「前渡金」は、事業スキームの多様化を踏まえ仕掛中の販売用不動産として合算
表示することが適切であると判断し、当事業年度より「仕掛販売用不動産」に含めて表示しております。
　この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において「前渡金」1,118百万円は、「仕掛販売用不動産」として組み替え
ております。

【重要な会計上の見積りに関する注記】
１．固定資産の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
有 形 固 定 資 産 869,429百万円
無 形 固 定 資 産 33,070百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
（１）の金額の算出方法等は、連結注記表【重要な会計上の見積りに関する注記】１．固定資産の評価の内容と同一であります。

２．棚卸資産の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
販 売 用 不 動 産 194,198百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 316,472百万円
評 価 損 計 上 額 1,996百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
（１）の金額の算出方法等は、連結注記表【重要な会計上の見積りに関する注記】２．棚卸資産の評価の内容と同一であります。

３．関係会社株式及び出資金の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式及び出資金 182,047百万円
　うち中国事業に係る関係会社出資金 9,712百万円
関係会社株式及び出資金評価損 3,339百万円
　うち中国事業に係る関係会社出資金評価損 3,213百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
①（１）に記載した金額の算出方法

関係会社株式及び出資金は、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該会社の財政状態の悪化により、実質価額
が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として計上しております。
当事業年度において、中国事業に係る関連会社が保有する一部の債権に貸倒引当金を認識したことを受けて中国事業に係る関連
会社への投資の評価を見直し、出資金の実質価額が著しく下落した関連会社について、関係会社出資金評価損3,213百万円を
計上しております。

②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
実質価額の算定に用いた主要な仮定は、「連結注記表【重要な会計上の見積りに関する注記】３．在外持分法適用関連会社への投
資の評価」をご参照ください。

③重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の計算書類に与える影響
関係会社株式及び出資金の評価にあたっては②に記載の主要な仮定に基づき最善の見積りを行っておりますが、事業環境の変化
等により、上記仮定の前提条件等に変更が生じた際は、翌事業年度以降に追加の損失の計上が必要となる可能性があります。
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【貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産
建 物 4,036百万円
土 地 19,166百万円

（２）担保に係る債務
未 払 金 202百万円
その他（流動負債） 16百万円
受 入 敷 金 保 証 金 76百万円
その他（固定負債） 1,420百万円
上記のほか、投資有価証券305百万円を、関係会社の資金借入等に対する債務保証の担保として差し入れております。

２．不動産特定共同事業（匿名組合方式）の対象不動産等
販 売 用 不 動 産 487百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 5,158百万円
建 物 他 17,612百万円
その他（投資その他の資産） 0百万円

計 23,258百万円
上記に対応する出資受入金は、「不動産特定共同事業出資受入金」に計上しております。

３．有形固定資産の減価償却累計額	 149,501百万円
４．保証債務等

マンション購入者等の住宅ローンに対する債務保証 583百万円
在外関連会社の借入金に対する債務保証
XW BP2 Company Limited 1,960百万円
XW EEC1 Company Limited 1,324百万円
SC CD1 Company Limited 1,822百万円
SC CD3 Company Limited 1,099百万円
SC CD5 Company Limited 3,163百万円
関係会社の取引に係る債務に対する債務保証
㈱イー・ステート・オンライン 12百万円
日本パーキング㈱ 4百万円
共 同 事 業 者 の 借 入 金 に 対 す る 債 務 保 証
㈱前川 1,612百万円

計 11,582百万円
５．関係会社に対する金銭債権及び債務（区分表示したものを除く）

短 期 金 銭 債 権 40,698百万円
長 期 金 銭 債 権 8,539百万円
短 期 金 銭 債 務 50,324百万円
長 期 金 銭 債 務 5,682百万円

６．事業用土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る差額金を固定
負債及び純資産の部に計上しております。
・再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める鑑定評価に基づいて算出しております。

・再評価を行った年月日	 2000年12月31日
７．当連結会計年度において、有形固定資産16,601百万円を保有目的の変更により、販売用不動産に振替えております。
また、販売用不動産6,928百万円、仕掛販売用不動産701百万円を保有目的の変更により、有形固定資産7,630百万円に振替えてお
ります。
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【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高
営業収益に関する取引高 15,981百万円
営業費用に関する取引高 13,291百万円
営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 5,753百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普 通 株 式 372,008株

（注）当事業年度末の自己株式（普通株式）には、株式給付信託が保有する当社株式330,500株が含まれております。

【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰 延 税 金 資 産
減 損 損 失 8,250百万円
関 係 会 社 株 式 等 評 価 損 6,641百万円
販 売 用 不 動 産 減 価 償 却 費 3,271百万円
貸 倒 引 当 金 繰 入 限 度 超 過 額 3,072百万円
退 職 給 付 引 当 金 2,508百万円
匿 名 組 合 分 配 損 益 未 実 現 1,936百万円
販 売 用 不 動 産 評 価 損 1,322百万円
受 取 補 償 金 1,003百万円
そ の 他 7,118百万円

繰 延 税 金 資 産 小 計 35,124百万円
評 価 性 引 当 額 △20,527百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計 14,596百万円
繰 延 税 金 負 債
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 27,905百万円
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 3,008百万円
固定資産圧縮特別勘定積立金 1,435百万円
そ の 他 3,892百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 36,241百万円
繰 延 税 金 の 純 額（ 負 債 ） 21,644百万円

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始
する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が
見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。こ
の変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は763百万円増加し、法人税等調整額が103百万
円、その他有価証券評価差額金が797百万円、それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は802百万円増加し、土地再
評価差額金が同額減少しております。
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【リースにより使用する固定資産に関する注記】
事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

【収益認識に関する注記】
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表【収益認識に関する注記】に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
子会社

属性 会社等の名称
議決権等の
所有（被所有）

割合
関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（百万円）
（注）２

科目 期末残高
（百万円）

子会社 東京建物不動産販売㈱ 所有
直接100％ 資金の貸付 資金の貸付（注）１ 5,556 短期貸付金 32,374

子会社 Tokyo Tatemono US Ltd. 所有直接100％ 増資の引受 増資の引受 26,191 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．�子会社との資金取引はキャッシュマネジメントシステムによるものです。なお、金利については、市場金利を勘案して決定して

おります。
（注）２．取引金額は前期末残高からの増減額を表示しております。

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 2,548円21銭
１株当たり当期純利益 257円00銭
（注）�１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均

株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当該自己株式の期末発
行済株式数は330千株であり、期中平均株式数の計算において控除した当該自己株式の期中平均株式数は337千株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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